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一般社団法人群馬県トライアスロン協会 

 

 

 

 

 

令和 ６年 ３月 ６日 作成 

                  令和 ６年 ３月２９日 公証人認証 

                  令和 ６年 ４月 １日 法人設立 



定  款 

 

第１章 総  則 

 

（名 称） 

第 １ 条 この法人は、一般社団法人群馬県トライアスロン協会と称する。 

 

（主たる事務所） 

第 ２ 条 この法人は、主たる事務所を群馬県伊勢崎市に置く。 

 

（目 的） 

第 ３ 条 この法人は、トライアスロンの健全な普及及び発展を図るととも

に、トライアスロンスポーツを楽しむアスリート相互の親睦を図る

ことを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ４ 条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。 

１．トライアスロンの普及及び指導に関する事業 

２．トライアスロンの競技会、練習会、講習会等の企画及び実施 

３．トライアスロン競技会及びトライアスロンスポーツに対する

協力及び支援事業 

４．トライアスリートの育成及び交流に関する事業 

５．トライアスロン競技の主要大会への代表選手の推薦活動 

６．トライアスリートに関する情報提供及び刊行物の発行に関す

る事業 

７．その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

（公告の方法） 

第 ５ 条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他や

むを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合は、官報に掲載する方法とする。 

 

 

第２章 会  員 

 

（法人の構成員)  

第 ６ 条 この法人は、その目的に賛同する個人又は法人であって、次条の



規定により入会した会員をもって構成する。 

２  前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律に規定する社員とする。 

 

（入 会） 

第 ７ 条 この法人の会員になろうとする者は、入会の申込みをし、理事会

の承認を受けなければならない。 

 

（経費の負担） 

第 ８ 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員

は、社員総会において別に定める会費を納めなけらばならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第 ９ 条 会員は、次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。 

１．退会したとき。 

２．死亡し、又は解散したとき。 

３．除名されたとき。 

 

（退 会)  

第 １０ 条 会員は、いつでも退会届を提出して退会することができる。ただ

し、１か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。 

 

（除 名） 

第 １１ 条 会員が次の各号の一に該当したときは、社員総会の決議によりこ

れを除名することができる。 

１．定款その他の規則に違反したとき。 

２．この法人の名誉を毀損し、又はその目的に反する行為をした

とき。 

３．その他、除名すべき正当な理由があるとき。 

 

 

第３章 社員総会 

 

（構 成） 

第 １２ 条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。 

 

（権 限） 

第 １３ 条 社員総会は、次の事項について決議する。 



 １．会員の除名 

２．理事及び監事の選任及び解任 

３．理事及び監事の報酬等の額 

４．計算書類の承認 

５．定款の変更 

６．解散及び残余財産の処分 

７．その他、社員総会で決議するものとして法令又は定款で定め

られた事項 

 

（開 催） 

第 １４ 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定

時社員総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に開催し、臨時社

員総会は必要に応じて開催する。 

 

（招 集） 

第 １５ 条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがあるときを除き、理事会

の決議に基づき理事長が行う。 

２ 総会員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する会員は、理事

長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社

員総会の招集を請求することができる。 

３ 社員総会の招集通知は、会日より１週間前までに各会員に対して

発する。 

 

（決議の方法)  

第 １６ 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがあるときを除き、総会員

の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過

半数をもって行う。ただし、次の決議は、総会員の半数以上で

あって、総会員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行

う。 

      １．会員の除名 

      ２．監事の解任 

      ３．定款の変更 

      ４．解散 

      ５．その他、法令で定められた事項 

 

（議決権） 

第 １７ 条 会員は、社員総会において各１個の議決権を有する。 

 



（議 長） 

第 １８ 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故がある

ときは、社員総会において議長を選出する。 

 

（議事録） 

第 １９ 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を

作成し、社員総会の日から１０年間主たる事務所に備え置く。 

 

 

第４章 役  員 

 

（設 置） 

第 ２０ 条 この法人には、役員として理事３名以上、監事１名以上を置く。 

２ 理事のうち１名を代表理事とし、これを理事長とする。 

 

（選 任） 

第 ２１ 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

２ 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 ２２ 条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款の定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 ２３ 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところによ

り、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、

この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 

 

（任 期） 

第 ２４ 条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

２ 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満

了すべき時までとする。 

 

（解 任） 

第 ２５ 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 



第５章 理 事 会 

 

（構 成） 

第 ２６ 条 この法人には、理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権 限） 

第 ２７ 条 理事会は、次の職務を行う。 

１．この法人の業務執行の決定 

２．理事の職務執行の監督 

３．理事長の選定及び解職 

４．この法人の運営等に関して必要となる規程の制定 

 

（招集及び議長） 

第 ２８ 条 理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。理事長に事

故があるときは、各理事が理事会を招集し、当該理事会において

議長を選出する。 

２ 理事会の招集通知は、会日より３日前までに各理事及び各監事に

対して発する。 

３ 理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を

経ることなく開催することができる。 

 

（決 議） 

第 ２９ 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除

く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の要件を満た

したときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第 ３０ 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作

成し、出席した理事及び監事がこれに記名押印する。 

 

 

第６章 計  算 

 

（事業年度） 

第 ３１ 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの

年１期とする。 



（事業報告及び決算等） 

第 ３２ 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理

事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承

認を経て、定時社員総会に提出し、第１号及び第２号の書類につ

いてはその内容を報告し、第３号から第５号の書類については承

認を受けなければならない。 

１．事業報告 

２．事業報告の附属明細書 

３．貸借対照表 

４．損益計算書（正味財産増減計算書） 

５．貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明

細書 

２ 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くと 

ともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

 

第７章 補  則 

 

（規程への委任） 

第 ３３ 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営等に関して必要と

なる事項については、別途、規程を置く。 

２ 前項の規程は、理事会がこれを定める。 

 

 

第８章 附  則 

 

（最初の事業年度) 

第 ３４ 条 この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から令和７年

３月３１日までとする。 

 

（設立時の役員等） 

第 ３５ 条 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。 

群馬県高崎市根小屋町２３１３番地１０ 

設立時理事  小 平    博 

群馬県佐波郡玉村町大字福島６０５番地２２ 

設立時理事  奥 村    清 

       群馬県前橋市青梨子町８５８番地 

設立時理事  櫻 井  正 明 



       群馬県伊勢崎市馬見塚町１４２５番地 

設立時理事  茂 木  利 明 

       新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国３０４番地３－１３１６号 

設立時監事  木 村  譲 二 

２ この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定す

る。 

 

（設立時社員） 

第 ３６ 条 この法人の設立時社員は、次のとおりとする。 

群馬県高崎市根小屋町２３１３番地１０ 

小 平    博 

群馬県佐波郡玉村町大字福島６０５番地２２ 

奥 村    清 

群馬県前橋市青梨子町８５８番地 

櫻 井  正 明 

群馬県伊勢崎市馬見塚町１４２５番地 

茂 木  利 明 

新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国３０４番地３－１３１６号 

木 村  譲 二 

 

（法令の準拠） 

第 ３７ 条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。 

 

 

 

以上、一般社団法人群馬県トライアスロン協会設立のため、設立時社員小平博、

同奥村清、同櫻井正明、同茂木利明及び同木村譲二の定款作成代理人である司法

書士泉純平は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。 

 

 

   令和６年３月６日 

 

設立時社員  群馬県高崎市根小屋町２３１３番地１０ 

小 平    博 

設立時社員  群馬県佐波郡玉村町大字福島６０５番地２２ 

奥 村    清 

設立時社員  群馬県前橋市青梨子町８５８番地 



櫻 井  正 明 

設立時社員  群馬県伊勢崎市馬見塚町１４２５番地 

茂 木  利 明 

設立時社員  新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国３０４番地３－

１３１６号 

木 村  譲 二 

 

     上記設立時社員の定款作成代理人 

       群馬県高崎市東町１７２番地２０ 

         司法書士 泉   純 平 
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